
滋賀県におけるアンチモン汚染とその対応事例について

ア．アンチモン汚染

　原鉱石から金属アンチモンと酸化アンチモンを生産する企業が、昭和 42
（1967）年 1 月、米原町で操業を開始しました。

　操業間もない昭和 43（1968）年、工場の排気ガスなどによる汚染がわかり、

昭和 48（1973）年 4 月に滋賀県公害防止条例が改正され、施設改善と排出規制

が実施されました。

　この条例改正にあたっては、当時、世界でもアンチモン公害の例がなく、日

本では排出基準すら定められていませんでした。そこでアメリカ公害衛生局の

飲料水基準から排出基準を定め、滋賀県独自の敷地境界基準についてはアメリ

カ労働衛生指導基準の 1／100 の値と定めるなど、日本で初めてアンチモンの排

出基準がつくられることになりました。

　その後、昭和 50（1975）年には周辺の地下水からアンチモンが検出され、地

下水汚染が判明しました。現在も周辺環境を配慮した水質、大気の監視が続け

られています。

　アンチモンは、もともと人体内にも微量に存在し、環境基準にも定められて

いない元素でした。しかし、その安易さが周辺環境を汚染してしまったといえ

ます。

（出典：琵琶湖と自然　平成 9 年 3 月発行　滋賀県教育委員会・滋賀県生活環

境部）

滋賀県公害防止条例に基づくアンチモンに係る排水基準値　0.05mg/l

参考資料　２








